
令和２年（2020）２月10日秩父市議会だより （4）

総
務
委
員
会

　

12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
12

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
専
決
処
分　

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
回
）

○
承
認

◆
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
を
定
め

る
こ
と
に
つ
い
て

問　
計
画
書
に
辺
地
度
点
数
算
定
表
が

あ
る
が
点
数
の
根
拠
は
。

答　
辺
地
に
係
る
公
共
施
設
の
総
合
整

備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に

関
す
る
法
律
に
よ
り
、
地
域
の
小
学
校
、

中
学
校
等
の
教
育
機
関
、
医
療
機
関
、

郵
便
局
、
市
役
所
等
ま
で
の
最
寄
り
の

駅
ま
た
は
バ
ス
停
留
所
か
ら
の
距
離
が

点
数
化
さ
れ
、
さ
ら
に
鉄
道
ま
た
は
バ

ス
の
一
日
の
往
復
回
数
等
が
加
算
さ
れ

１
０
０
点
を
超
え
た
と
こ
ろ
が
辺
地
と

し
て
認
め
ら
れ
る
。

◆
指
定
管
理
者
の
指
定（
温
水
プ
ー
ル
）

問　
温
水
プ
ー
ル
の
最
近
の
利
用
状
況

は
。

答　
28
年
度
６
万
８
７
０
９
人
、
29
年

度
６
万
７
５
９
５
人
、
30
年
度
６
万
５

７
２
７
人
の
利
用
者
で
あ
っ
た
。

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
文
化
体
育
セ

ン
タ
ー
）

◆
一
般
職
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

◆
市
長
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

◆
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用

弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◆
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

◆
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、

服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

問　
消
防
団
員
の
定
数
を
１
１
０
０
人

か
ら
１
０
５
０
人
に
減
ら
し
た
理
由
と

定
年
は
あ
る
の
か
。

答　
平
成
24
年
以
降
１
０
５
０
人
を
超

え
た
こ
と
が
な
い
状
況
と
、
退
職
報
償

掛
金
を
条
例
定
数
で
拠
出
し
て
お
り
、

実
人
数
よ
り
多
く
掛
金
を
拠
出
し
て
い

た
こ
と
等
が
あ
り
定
数
を
減
ら
し
た
。

市
で
は
定
年
制
は
設
け
て
い
な
い
。

◆
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例

◆
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関

す
る
条
例

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
回
）

問　
ふ
る
さ
と
融
資
事
業
債
５
億
８
千

万
円
の
利
子
額
と
市
の
持
ち
出
し
分
は
。

答　
利
子
額
は
１
７
８
３
万
円
、
特
別

交
付
税
措
置
等
あ
る
の
で
市
の
持
ち
出

し
は
５
８
５
万
円
と
予
想
さ
れ
る
。

問　
地
域
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
除
雪
隊
報
奨

金
３
０
０
万
円
の
内
容
は
。

答　
原
則
は
、
積
雪
20
セ
ン
チ
以
上
だ

が
、
そ
の
都
度
判
断
し
、
重
機
使
用
が

１
日
１
万
円
、
車
両
が
１
日
５
千
円
、

雪
置
き
場
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
で
３

千
円
の
報
奨
金
が
支
給
さ
れ
る
。

○
以
上
11
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

文
教
福
祉
委
員
会

　

12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
1⓺

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
専
決
処
分　

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
回
）

○
承
認

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
影
森
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
高
篠
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
上
吉
田
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
上
吉
田
高
齢

者
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
吉
祥
苑
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
養
護
老
人

ホ
ー
ム
長
寿
荘
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
偕
楽
苑
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
浦
山
歴
史
民

俗
資
料
館
）

◆
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

問　
市
立
病
院
に
お
い
て
は
医
療
職
の

要
員
確
保
が
大
き
な
課
題
と
な
る
が
、

今
回
の
改
正
は
そ
れ
を
果
た
せ
る
こ
と

に
な
る
の
か
。

答　
こ
れ
か
ら
募
集
す
る
人
材
に
対
し

て
も
、
現
職
に
つ
い
て
も
今
回
の
改
正

に
よ
り
手
当
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と

は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

◆
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改

正問　
近
隣
住
民
の
た
め
浴
室
の
利
用
が

位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が

浴
室
を
廃
止
す
る
こ
と
へ
の
配
慮
は
。

答　
地
元
町
会
長
へ
の
説
明
を
行
い
、

了
承
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

◆
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
条
例

◆
市
立
病
院
等
の
看
護
師
を
目
指
す
看

護
学
生
に
対
す
る
奨
学
金
の
貸
付
け
に

関
す
る
条
例

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
回
）

問　
歳
出
の
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
委

託
料
２
２
７
万
１
千
円
の
増
加
は
、
ど

の
く
ら
い
の
人
員
の
増
加
分
で
あ
る
か
。

答　
当
初
は
２
１
６
０
人
を
予
定
し
、

予
算
を
組
ん
だ
が
、
２
６
０
人
の
増
加

を
見
込
ん
で
い
る
。

問　
歳
出
の
学
校
給
食
管
理
運
営
事
業

の
修
繕
料
１
０
０
万
円
の
内
容
は
。

答　
荒
川
共
同
調
理
場
の
排
水
処
理
施

設
お
よ
び
真
空
冷
却
機
、
ま
た
北
部
共

同
調
理
場
の
冷
却
機
等
の
修
繕
料
で
あ

る
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
回
）

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
回
）

◆
市
立
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

１
回
）

○
以
上
15
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

常任委員会の報告常任委員会の報告
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特 別 委 員 会 の 報 告

ま
ち
づ
く
り
委
員
会

　

12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
13

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
専
決
処
分　

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
回
）

問　
台
風
19
号
に
関
す
る
災
害
復
旧
事

業
、
設
計
業
務
委
託
料
の
総
額
６
千
４

０
０
万
円
は
、
全
額
が
市
の
持
ち
出
し

か
。
ま
た
、
今
後
、
台
風
19
号
の
復
旧

事
業
に
関
連
す
る
設
計
業
務
委
託
料
を

予
算
措
置
す
る
可
能
性
は
。

答　
災
害
復
旧
工
事
に
関
す
る
設
計
業

務
委
託
料
は
国
の
補
助
金
等
の
対
象
外

で
あ
る
た
め
、
全
額
が
市
の
負
担
で
あ

る
。
ま
た
、
現
時
点
で
未
着
手
の
現
場

は
、
今
後
予
算
措
置
の
可
能
性
が
あ
る
。

○
承
認

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
秩
父
勤
労
者

福
祉
セ
ン
タ
ー
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
ち
ち
ぶ
銘
仙
館
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
秩
父
ミ
ュ
ー

ズ
パ
ー
ク
ス
ポ
ー
ツ
の
森
プ
ー
ル
）

問　
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
団
体
の

決
定
に
至
る
経
緯
は
。

答　
公
募
へ
の
問
い
合
わ
せ
は
６
社
か

ら
あ
っ
た
が
、
応
募
は
１
社
で
あ
っ
た
。

応
募
が
少
な
い
理
由
と
し
て
は
、
天
候

に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
屋
外
施
設
で
あ

る
こ
と
、
夏
季
の
み
の
営
業
と
な
る
屋

外
プ
ー
ル
は
監
視
員
等
の
運
営
ス
タ
ッ

フ
確
保
が
難
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と
、

躯
体
の
破
損
が
起
こ
る
な
ど
老
朽
化
が

進
ん
で
い
る
施
設
で
あ
る
こ
と
と
考
え

て
い
る
。
今
後
は
、
ミ
ュ
ー
ズ
パ
ー
ク

の
各
施
設
と
連
携
し
、
市
民
プ
ー
ル
か

つ
観
光
レ
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル
と
い
う
施
設

の
特
色
を
踏
ま
え
た
運
営
を
継
続
す
る
。

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
吉
田
龍
勢
会

館
、
吉
田
元
気
村
、
吉
田
山
逢
の
里
、

城
峯
山
ふ
れ
あ
い
の
森
お
よ
び
秩
父
事

件
資
料
館
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
み
ど
り
の
村

関
連
施
設
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
大
滝
郷
路
館
、

大
滝
特
産
品
販
売
セ
ン
タ
ー
、
大
滝
温

泉
遊
湯
館
お
よ
び
バ
イ
シ
ク
ル
モ
ト
ク

ロ
ス
場
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
（
大
滝
こ
ま
ど

り
荘
）

◆
森
林
環
境
整
備
基
金
条
例

問　
基
金
は
、
他
の
自
治
体
な
ど
か
ら

の
森
林
環
境
譲
与
税
の
受
入
れ
も
想
定

し
た
も
の
か
。

答　
森
林
の
少
な
い
都
市
部
の
自
治
体

か
ら
還
流
さ
れ
る
譲
与
税
や
民
間
か
ら

の
寄
附
金
の
受
入
れ
も
想
定
し
て
い
る
。

問　
市
で
は
、
２
０
５
０
年
ま
で
に
市

内
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
実
質
ゼ
ロ

を
目
指
す
「
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
」

を
宣
言
し
た
が
、
本
基
金
と
宣
言
と
の

関
連
は
。

答　
森
林
環
境
譲
与
税
等
の
活
用
に
よ

る
森
林
整
備
に
伴
い
、
人
為
的
な
発
生

源
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
森
林
吸
収
量

も
増
加
す
る
た
め
、
両
者
に
は
密
接
な

関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。　

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
回
）

◆
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
回
）

◆
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
回
）

◆
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２

回
）

○
以
上
12
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

議
会
改
革
特
別
委
員
会

　

10
月
９
日
、
11
月
19
日
、
12
月
13
日

に
委
員
会
を
開
催
し
、「
政
治
倫
理
条

例
」、「
政
務
活
動
費
」
に
つ
い
て
協
議

し
た
。

●
政
治
倫
理
条
例

　

秩
父
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
は
、

平
成
17
年
５
月
24
日
、
条
例
第
２
６
９

号
と
し
て
施
行
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

協
議
を
す
る
中
で
、「
簡
潔
に
で
き
て

い
る
、
修
正
の
必
要
は
な
い
」「
他
市

と
比
較
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
」
等
の

意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

一
方
、「
第
４
条
の
市
民
の
調
査
請

求
権
の
条
文
に
よ
る
と
、
１
人
の
審
査

請
求
が
あ
れ
ば
議
長
は
審
査
会
を
設
置

し
調
査
と
な
っ
て
い
る
。
請
求
の
乱
発

を
避
け
る
た
め
に
制
限
を
す
る
か
ど
う

か
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
協
議
し
た
。

「
今
の
ま
ま
で
よ
い
」「
人
数
等
で
請
求

の
制
限
を
設
け
る
」「
制
限
は
あ
る
程

度
設
け
た
方
が
よ
い
」
等
の
意
見
が
出

さ
れ
、「
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
」
と
「
何

ら
か
の
条
件
を
付
け
る
」
に
大
別
さ
れ

た
。委
員
会
と
し
て
採
決
し
た
結
果「
何

ら
か
の
制
約
、
条
件
を
付
け
る
」
に
挙

手
多
数
で
決
定
し
た
。

　

請
求
の
条
件
、
制
約
に
つ
い
て
の
意

見
は
「
市
民
か
ら
の
請
求
は
何
人
と
か
、

何
分
の
１
な
ど
は
算
出
根
拠
が
な
い
の

で
や
め
る
。
請
願
方
式
で
議
員
２
人
の

紹
介
を
必
要
と
す
る
の
が
よ
い
」「
市

民
の
方
か
ら
提
出
さ
れ
る
証
拠
書
類
の

精
査
を
す
れ
ば
良
い
」
と
の
意
見
が
出

さ
れ
、
委
員
会
と
し
て
は
、「
審
査
請

求
に
は
、
紹
介
議
員
２
人
を
必
要
と
す

る
」
と
の
意
見
の
一
致
を
見
た
。

　

ま
た
、
審
査
会
委
員
に
つ
い
て
協
議

し
、
現
行
10
人
以
内
と
な
っ
て
い
る
規

程
に
つ
い
て
、「
当
時
よ
り
議
員
定
数

が
減
る
中
で
定
数
の
３
分
の
１
程
度
が

適
切
、
７
人
以
内
と
す
る
の
が
よ
い
の

で
は
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
決
定
し
た
。

さ
ら
に
、「
審
査
請
求
さ
れ
た
当
該
議

員
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
た
ら
」
と
の

意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

今
後
は
、
令
和
２
年
３
月
定
例
会
に

議
員
提
出
議
案
と
し
て
条
例
の
一
部
改

正
を
提
出
す
る
た
め
の
準
備
を
進
め
る

こ
と
と
し
た
。

●
政
務
活
動
費

　

政
務
活
動
費
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
活

動
費
の
使
い
方
、
使
い
道
に
つ
い
て
は
、

克
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。
協
議
し
た
い

の
は
、
旅
費
に
つ
い
て
、「
職
員
等
の

旅
費
規
定
に
準
じ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、

宿
泊
費
に
つ
い
て
は
、
政
務
活
動
費
だ

け
実
費
と
な
っ
て
い
る
。
職
員
等
の
旅

費
規
程
に
準
ず
る
よ
う
、
令
和
２
年
度

か
ら
施
行
で
き
る
よ
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
改
正
等
、
協
議
し
て
い
く
こ
と
で
意

見
が
一
致
し
た
。

　

今
後
と
も
、
調
査
・
検
討
を
重
ね
引

き
続
き
多
様
な
項
目
を
協
議
し
て
い
く
。

常任委員会の報告常任委員会の報告


